
【表紙】  

【提出書類】 半期報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の５第１項の表の第１号

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 令和７年11月14日

【中間会計期間】 第37期中(自　令和７年４月１日　至　令和７年９月30日)

【会社名】 株式会社農協観光

【英訳名】 NOKYO TOURIST CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長　　清　水　清　男

【本店の所在の場所】 東京都千代田区大手町１丁目３番１号

【電話番号】 03-6436-8203

【事務連絡者氏名】 執行役員　経営管理部長　　大橋　重希

【最寄りの連絡場所】 東京都大田区平和島６丁目１番１号

【電話番号】 03-6436-8203

【事務連絡者氏名】 執行役員　経営管理部長　　大橋　重希

【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。

 

 

EDINET提出書類

株式会社農協観光(E04355)

半期報告書

 1/23



第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】
 

回次
第36期

中間連結会計期間
第37期

中間連結会計期間
第36期

会計期間
自　令和６年４月１日
至　令和６年９月30日

自　令和７年４月１日
至　令和７年９月30日

自　令和６年４月１日
至　令和７年３月31日

売上高 (千円) 6,821,125 7,266,376 17,925,878

経常利益又は経常損失(△) (千円) △305,416 △374,823 517,583

親会社株主に帰属する中間純損失
(△)又は親会社株主に帰属する
当期純利益

(千円) △323,935 △391,919 423,869

中間包括利益又は包括利益 (千円) △371,544 △349,682 409,237

純資産額 (千円) 2,143,423 2,361,529 2,817,414

総資産額 (千円) 8,699,278 8,816,548 8,853,595

１株当たり中間純損失(△)
又は１株当たり当期純利益

(円) △8,998.22 △10,886.65 11,774.15

潜在株式調整後１株当たり
中間(当期)純利益

(円) - - -

自己資本比率 (％) 24.6 26.8 31.8

営業活動によるキャッシュ・フロー (千円) △2,045,874 △1,357,318 △178,242

投資活動によるキャッシュ・フロー (千円) △6,100 △12,934 △7,675

財務活動によるキャッシュ・フロー (千円) △148,866 △149,205 △298,338

現金及び現金同等物の中間期末(期
末)残高

(千円) 3,065,692 3,262,818 4,782,276
 

(注）１　当社は中間連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載して

　　　　 おりません。

　　 ２　第36期中間連結期間及び第37期中間連結期間の潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、１株当た

　　 　　り中間純損失であり、また潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　　　　 第36期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

　　　 　ん。

 
２ 【事業の内容】

当中間連結会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当中間連結会計期間において、当半期報告書に記載した事業の状況等に関する事項のうち、経営者が当社グ

ループの財政状態、経営成績及びキャッシュフローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している

主要なリスクの発生又は前連結会計年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」については、重要な

変更はありません。当社および当社グル－プは、これらのリスクの発生を認識した上で、発生の回避および発

生した場合の対応に努める所存であります。なお、本項においては、将来に関する事項が含まれております

が、当該事項は半期報告書提出日現在において判断したものであります。

 
２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

 

文中の将来に関する事項は、半期報告書提出日現在において当社グループが判断したものであります。

当社グループ（当社及び連結子会社１社）は、旅行事業の単一セグメントであるため、セグメント情報につ

いての記載を省略しております。

 
（１）財政状態及び経営成績の状況

当中間連結会計期間における当社グループの経営成績については、売上高は72億66百万円と前中間連結会

計期間と比べ４億45百万円増となりました。営業利益については、当社グループ事業は下半期に事業の６割

以上を占めることにより、当中間連結会計期間の事業計画はマイナス計画となります。販売費及び一般管理

費において、人的投資および賃借料等の費用支出が増えたことから、営業損失は３億66百万円と前中間連結

会計期間と比べ38百万円の減益となり、経常損失は３億74百万円と前中間連結会計期間と比べ69百万円の減

益、親会社株主に帰属する中間純損失は３億91百万円と前中間連結会計期間と比べ67百万円の減益となりま

した。

 
事業部門ごとの経営成績は以下のとおりとなります。

① 旅行事業部門

旅行事業は個人需要に対応した混載型の募集旅行とともに堅実に推移し、教育事業、国際交流事業も実績

を伸ばしました。この結果、売上高は68億61百万円（前年同期64億80百万円）で推移しました。

② その他事業部門

その他事業部門の売上高は、４億４百万円（前年同期３億40百万円）となりました。特にアグリンピア®事

業（農福連携事業）は、農福ポートの設置が関東、東海を中心に全国12ケ所となり、当社の上位３支店に次

ぐ事業規模に成長しました。事業エリアの拡大、事業への認知度の高まりもあり、売上高は前年同期比94百

万円増の１億93百万円となりました。太陽光発電事業については、ほぼ前年同期並みの30百万円、その他、

公募案件による売上高15百万円を計上しました。
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営業実績

当中間連結会計期間における営業実績を事業部門別に示すと次のとおりです。

事業部門

当中間連結会計期間
(自　令和７年４月１日
至 令和７年９月30日)

取扱高
(千円)

前年同期比
(％)

売上高
(千円)

前年同期比
(％)

旅行事業 12,950,367 99.2 6,861,563 105.9

その他事業 - - 404,813 119.0

合計 12,950,367 99.2 7,266,376 106.5
 

（注）１　その他事業は取扱高計上を行っておりません。

２　旅行事業における売上高は、旅行に伴う輸送機関、宿泊、観光施設等からの手数料及び顧客から収受す

る手数料等と企画旅行仕入額によって構成されています。

３　取扱高は、外貨両替及び損害保険事業を除き、消費税等は含まれております。

４　主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は、相手先別の当該割合がすべて

100分の10未満のため、記載を省略しております。

 
財政状態につきましては、当中間連結会計期間末の資産合計は、現預金の減少等により88億16百万円と前連結会

計年度末に比較して37百万円減少となりました。

また、負債合計は営業未払金の増加等により64億55百万円と前連結会計年度末に比較して４億18百万円増となり

ました。

当中間連結会計期間末の純資産は23億61百万円となり、前連結会計年度末に比べ４億55百万円減少しました。こ

れは、親会社株主に帰属する中間純損失の計上により利益剰余金が３億91百万円減少し、株主資本を押し下げたこ

とによるものです。この結果、自己資本比率は31.8%から26.8%に減少しました。

 
（２）キャッシュ・フローの状況

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物残高は、前中間連結会計期間末に比べ１億97百万円増

加し、32億62百万円となりました。

　当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

 
（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは13億57百万円の資金の減少（前中間連

結会計期間は20億45百万円の資金の減少）となりました。これは主に、税金等調整前中間純損失３億74百万

円の計上のほか、営業債権及び契約資産の増加12億51百万円、営業未払金の増加７億９百万円、未払金の減

少１億46百万円、未払消費税等の減少46百万円等によるものであります。

 
（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当中間連結会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは12百万円の資金の減少（前中間連結会

計期間は６百万円の資金の減少）となりました。これは主に、有形固定資産及び無形固定資産の取得による

支出14百万円の資金の減少等が発生したことによるものであります。

 
（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当中間連結会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは１億49百万円の資金の減少（前中間連

結会計期間は１億48百万円の資金の減少）となりました。これは、リース債務の返済による支出18百万円、

長期借入金の返済による支出24百万円、配当金の支払１億６百万円が発生したことによるものであります。
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（３）従業員数

①　連結会社の状況

当中間連結会計期間において、当社グループは、旅行需要の回復に伴い、31名増加し、467名となりました。

 
②　提出会社の状況

当中間連結会計期間において、当社は、旅行需要の回復に伴い、31名増加し、442名となりました。

 
３ 【重要な契約等】

当中間連結会計期間において、重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 56,000

Ａ種種類株式 5,000

Ｂ種種類株式 3,000

計 64,000
 

 
② 【発行済株式】

 

種類
中間会計期間末現在
発行数(株)

(令和７年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(令和７年11月14日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 36,000 36,000 非上場

完全議決権株式であり、議決
権の行使について制限がない
株式
（注）１．２.

Ａ種種類株式 5,000 5,000 非上場 （注）３．５．

Ｂ種種類株式 2,100 2,100 非上場 （注）４．５．

計 43,100 43,100 ― ―
 

(注)１．単元株制度を採用しておりません。

２．株式の譲渡制限に関する規定は次のとおりであります。

当社の発行する全部の株式について、会社法第107条第１項第１号に定める内容（いわゆる譲渡制限）を定め

ており、当該株式の譲渡による取得について取締役会の承認を要する旨を定款第８条において定めておりま

す。

３．Ａ種優先株式の内容

　１．Ａ種優先株式に対する剰余金の配当

（１）当会社は、令和５年４月１日（以下「優先配当開始日」という。）以降の日を剰余金の配当に係る基準

日として剰余金の配当をする場合、当該剰余金の配当に係る基準日（以下「配当基準日」という。）の

最終の株主名簿に記載または記録されたＡ種優先株式を有する株主（以下「Ａ種優先株主」という。）

に対し、配当基準日の最終の株主名簿に記載または記録された普通株式を有する株主（以下「普通株

主」という。）に先立ち、Ａ種優先株式１株につき、Ａ種優先株式1株に係る払込金額相当額（但し、Ａ

種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があったとき

は、その比率に応じて、取締役会決議をもって適切に調整される。以下「Ａ種払込金額」という。）に

年率3％を乗じて算出した額の金銭について、配当基準日が属する事業年度の初日（但し、配当基準日が

優先配当開始日の属する事業年度に属する場合は、優先配当開始日とする。）（同日を含む。）から配

当基準日（同日を含む。）までの期間の実日数につき、１年を365日（但し、当該事業年度に閏日を含む

場合は366日）として日割計算により算出される額の配当金（以下「Ａ種優先配当金」という。）を支払

う。但し、すでに当該事業年度に属する日を基準日としてＡ種優先株主に対してＡ種優先配当をしてい

る場合、Ａ種優先株式1株当たりのＡ種優先配当金の額は、かかるＡ種優先配当の合計額を控除した額と

する。

（２）当会社は、ある事業年度において、剰余金の額がＡ種優先配当金およびＢ種優先配当金の合計に不足す

る場合、Ａ/Ｂ種優先株主に対し、剰余金の額をＡ種払込金額およびＢ種払込金額で按分した額を配当金

として支払う。

（３）ある事業年度において、Ａ種優先株主に対して支払ったＡ種優先株式１株当たりの剰余金の配当の額が

Ａ種払込金額に年率３％を乗じた額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積する。

（４）Ａ種優先株主に対して、Ａ種優先配当金を超える剰余金の配当は行わない。

（５）Ａ種優先配当金の額の計算上生じた１円未満の端数は切り捨てる。
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　２．取得請求権

（１）Ａ種優先株主は、当会社に対して、令和35年４月１日〔注：払込期日から30年を経過した日〕以降いつ

でも、その保有するＡ種優先株式の全部または一部を当会社が取得するのと引換えに金銭を交付するこ

とを請求することができる。但し、当該株主が保有するＡ種優先株式の内、1,000株については、Ｂ種優

先株主の取得請求後であるか、またはＢ種優先株主の同意があれば、令和15年４月１日〔注：払込期日

から10年を経過した日〕以降にいつでも、全部または一部を発行会社が取得するのと引換えに金銭を交

付することを請求することができる。なお、かかる請求は、対象とする株式を特定した書面を当会社に

交付し行うものとする。

（２）Ａ種優先株式1株の取得と引換えに交付される金銭の額は、Ａ種払込金額と同等金額とする。

　３．取得条項

（１）当会社は、令和５年４月１日〔注：払込期日の翌々日〕以降いつでも、取締役会が別に定める日の到来

をもって、金銭の交付と引換えにＡ種優先株主が保有するＡ種優先株式の全部または一部を取得するこ

とを請求することができる。

（２）Ａ種優先株式１株の取得と引換えに交付される金銭の額は、Ａ種払込金額と同等金額とする。

（３）当会社は、Ａ種優先株主よりＢ種優先株主を優先して（１）の請求を行うものとする。

　４．Ａ種優先株式の譲渡制限

　　当会社の株式を譲渡により取得するには、取締役会の承認を受けなければならない。

　５．Ａ種優先株式に対する残余財産の分配

（１）当会社は、残余財産の分配をする場合Ａ種優先株主に対し、普通株主に先立ち、かつＢ種優先株主への

分配後に、Ａ種優先株式１株につき、Ａ種優先株式１株に係るＡ種払込金額と同等金額（以下「Ａ種優

先残余財産分配金」という。）を支払う。

（２）Ａ種優先株主に対して、Ａ種優先残余財産分配金を超える残余財産の分配を行わない。

（３）Ａ種優先残余財産分配金の額の計算上生じた１円未満の端数は切り捨てる。

　６.株主総会の議決権

　   Ａ種優先株主は、当会社の株主総会において、議決権を行使することができない。

 
４.Ｂ種優先株式の内容

　１．Ｂ種優先株式に対する剰余金の配当

（１）当会社は、令和５年４月１日（以下「優先配当開始日」という。）以降の日を剰余金の配当に係る基準

日として剰余金の配当をする場合、当該剰余金の配当に係る基準日（以下「配当基準日」という。）の

最終の株主名簿に記載または記録されたＢ種優先株式を有する株主（以下「Ｂ種優先株主」という。）

に対し、配当基準日の最終の株主名簿に記載または記録された普通株式を有する株主（以下「普通株

主」という。）に先立ち、Ｂ種優先株式１株につき、Ｂ種優先株式１株に係る払込金額相当額（但し、

Ｂ種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があったとき

は、その比率に応じて、取締役会決議をもって適切に調整される。以下「Ｂ種払込金額」という。）に

年率３％を乗じて算出した額の金銭について、配当基準日が属する事業年度の初日（但し、配当基準日

が優先配当開始日の属する事業年度に属する場合は、優先配当開始日とする。）（同日を含む。）から

配当基準日（同日を含む。）までの期間の実日数につき、１年を365日（但し、当該事業年度に閏日を含

む場合は366日）として日割計算により算出される額の配当金（以下「Ｂ種優先配当金」という。）を支

払う。但し、すでに当該事業年度に属する日を基準日としてＢ種優先株主に対してＢ種優先配当をして

いる場合、Ｂ種優先株式１株当たりのＢ種優先配当金の額は、かかるＢ種優先配当の合計額を控除した

額とする。

（２）当会社は、ある事業年度において、剰余金の額がＡ種優先配当金およびＢ種優先配当金の合計に不足す

る場合、Ａ/Ｂ種優先株主に対し、剰余金の額をＡ種払込金額およびＢ種払込金額で按分した額を配当金

として支払う。

（３）ある事業年度において、Ｂ種優先株主に対して支払ったＢ種優先株式１株当たりの剰余金の配当の額が

Ｂ種払込金額に年率３％を乗じた額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積する。

（４）Ｂ種優先株主に対して、Ｂ種優先配当金を超える剰余金の配当は行わない。

（５）Ｂ種優先配当金の額の計算上生じた１円未満の端数は切り捨てる。

　２．取得請求権

（１）Ｂ種優先株主は、当会社に対して、令和15年４月１日〔注：払込期日から10年を経過した日〕以降いつ

でも、その保有するＢ種優先株式の全部または一部を当会社が取得するのと引換えに金銭を交付するこ

とを請求することができる。かかる請求は、対象とする株式を特定した書面を当会社に交付し行うもの

とする。なお、Ｂ種優先株主は、事前に他のＢ種優先株主の同意を得ることなくして、Ｂ種優先株式の

取得請求権を行使しないものとする。また、Ｂ種優先株式の取得請求権を行使するにあたっては、Ｂ種

優先株主間で別途合意した場合を除き、Ｂ種優先投資株主全員が各自が保有するＢ種優先株式数の割合

に応じて同時に行使するものとする。

（２）Ｂ種優先株式１株の取得と引換えに交付される金銭の額は、Ｂ種払込金額と同等金額とする。
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　３．取得条項

（１）当会社は、令和５年４月１日〔注：払込期日の翌々日〕以降いつでも、取締役会が別に定める日の到来

をもって、金銭の交付と引換えにＢ種優先株主が保有するＢ種優先株式の全部または一部を取得するこ

とを請求することができる。

（２）Ｂ種優先株式１株の取得と引換えに交付される金銭の額は、Ｂ種払込金額と同等金額とする。

（３）当会社は、Ａ種優先株主よりＢ種優先株主を優先して（１）の請求を行うものとする。

（４）当会社は、第１項の定めによりＢ種優先株式の一部を取得する場合、Ｂ種優先株主を、そのＢ種優先株

式の保有割合に応じて平等に扱うものとする。

　４．Ｂ種優先株式の譲渡制限

　　当会社の株式を譲渡により取得するには、取締役会の承認を受けなければならない。

　５．Ｂ種優先株式に対する残余財産の分配

（１）当会社は、残余財産の分配をする場合、Ｂ種優先株主に対し、普通株主およびＡ種優先株主に先立ち、

Ｂ種優先株式１株につき、Ｂ種優先株式１株に係るＢ種払込金額と同等金額（以下「Ｂ種優先残余財産

分配金」という。）を支払う。

（２）当会社は、残余財産がＢ種残余財産優先分配金の合計に不足する場合、Ｂ種優先株主に対し、残余財産

をＢ種優先株主が保有するＢ種優先株式の保有割合に応じて按分した額を分配金として支払う。

（３）Ｂ種優先株主に対して、Ｂ種優先残余財産分配金を超える残余財産の分配を行わない。

（４）Ｂ種優先残余財産分配金の額の計算上生じた１円未満の端数は切り捨てる。

　６．株主総会の議決権

　　　Ｂ種優先株主は、当会社の株主総会において、議決権を行使することができない。

 
５.会社法第322条第２項に規定する定款の定めの有無

 会社法第322条第２項に規定する定款の定めはありません。

 
(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 
② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
 

(千円)

資本金残高
 

(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

令和７年９月30日 － 43,100 － 100,000 － 25,000
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(5) 【大株主の状況】

所有株式数別  令和７年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(株)

発行済株式（自
己株式を除
く。）の総数に
対する所有株式
数の割合（％）

一般社団法人全国農協観光協会 東京都千代田区外神田１丁目１６番８号 6,594 15.30

全国農業協同組合連合会 東京都千代田区大手町１丁目３番１号 2,200 5.10

農林中央金庫 東京都千代田区大手町１丁目２番１号 2,200 5.10

全国共済農業協同組合連合会 東京都千代田区平河町２丁目７番９号 2,050 4.76

島根県農業協同組合 島根県松江市殿町１９番地１ 620 1.44

ホクレン農業協同組合連合会 北海道札幌市中央区北４条西１丁目３番地 600 1.39

和歌山県農業協同組合 和歌山県和歌山市美園町五丁目１番地の１ 520 1.21

ひろしま農業協同組合 広島県東広島市西条栄町１０番３５号 520 1.21

奈良県農業協同組合 奈良県奈良市大森町５７番地の３ 500 1.16

晴れの国岡山農業協同組合 岡山県倉敷市玉島八島１５１０番地１ 440 1.02

香川県農業協同組合 香川県高松市寿町１丁目３番６号 440 1.02

計 － 16,684 38.71
 

 
 
所有議決権数別

普通株式

令和７年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有議決権数
(個)

総株主の議決権
に対する
所有議決権数
の割合(％)

一般社団法人全国農協観光協会 東京都千代田区外神田１丁目１６番８号 1,594 4.43

全国農業協同組合連合会 東京都千代田区大手町１丁目３番１号 1,500 4.17

農林中央金庫 東京都千代田区大手町１丁目２番１号 1,500 4.17

全国共済農業協同組合連合会 東京都千代田区平河町２丁目７番９号 1,350 3.75

島根県農業協同組合 島根県松江市殿町１９番地１ 620 1.72

ホクレン農業協同組合連合会 北海道札幌市中央区北４条西１丁目３番地 600 1.67

和歌山県農業協同組合 和歌山県和歌山市美園町五丁目１番地の１ 520 1.44

ひろしま農業協同組合 広島県東広島市西条栄町１０番３５号 520 1.44

奈良県農業協同組合 奈良県奈良市大森町５７番地の３ 500 1.39

晴れの国岡山農業協同組合 岡山県倉敷市玉島八島１５１０番地１ 440 1.22

香川県農業協同組合 香川県高松市寿町１丁目３番６号 440 1.22

計 － 9,584 26.62
 

(注)　残り26,416株は、一般社団法人全国農業協同組合中央会、株式会社日本農業新聞、全国厚生農業協同組合連合

会、一般社団法人家の光協会、北海道信用農業協同組合連合会、北海道厚生農業協同組合連合会、鳥取県信用

農業協同組合連合会、共栄火災海上保険株式会社、ジェイエイ・アップル株式会社及び456の農業協同組合が所

有しております。
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(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

令和７年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式
Ａ種種類株式 5,000
Ｂ種種類株式 2,100

 

―
「１．株式等の状況 (１）株
式の総数等 ② 発行済株式」
に記載のとおりであります。

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等) ― ― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 36,000
 

36,000
権利内容に何ら限定のない当
社における標準となる株式

単元未満株式 ― ― ―

発行済株式総数 43,100 ― ―

総株主の議決権 ―          　36,000 ―
 

② 【自己株式等】

該当事項はありません。

 
２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動は次のとおりであります。

（１）新任役員　

役職名 氏 名 生年月日 略歴
任

期

所

有

株

式

数

就任年月日

取締役 前田　典男 昭和33年11月1日

昭和57年４月 沖縄県信用農業協同組合連合会
入会

平成28年６月 沖縄県農業協同組合常務理事

令和元年６月 沖縄県農業協同組合代表理事専
務

令和4年６月 沖縄県農業協同組合代表理事理
事長

令和7年６月 沖縄県農業協同組合中央会代表
理事会長（現）

令和7年８月 一般社団法人全国農業協同組合
中央会理事（現）

令和7年９月 一般社団法人家の光協会理事
（現）

令和7年９月 当社取締役（現）

注
２
ー 令和7年9月24日

 

注１　取締役前田典男氏は、会社法第２条第１項15号で定める社外取締役であります。
　２　取締役の任期は、就任のときから、令和８年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。

（２）退任役員

役職名 氏 名 退任年月日

取締役 嘉数　康雄 令和7年6月30日
 

 
（３）役職の異動

　該当事項はありません。

（４） 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

　男性26名　女性1名 （役員のうち女性の比率3.7％）

EDINET提出書類

株式会社農協観光(E04355)

半期報告書

10/23



第４ 【経理の状況】

 

１．中間連結財務諸表の作成方法について

当社の中間連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。

以下「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

また、当社は、金融商品取引法第24条の５第１項の表の第３号の上欄に掲げる会社に該当しますが、同項ただし書

後段の規定に基づき、連結財務諸表規則第１編及び第３編の規定により第１種中間連結財務諸表を作成しておりま

す。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、中間連結会計期間(2025年４月１日から2025年９月30

日まで)に係る中間連結財務諸表について、みのり監査法人により期中レビューを受けております。
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１ 【中間連結財務諸表】

(1) 【中間連結貸借対照表】

           (単位：千円)

          
前連結会計年度
(令和７年３月31日)

当中間連結会計期間
(令和７年９月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 5,909,276 4,389,818

  営業未収入金及び契約資産 732,485 1,983,900

  貯蔵品 16,943 16,223

  前渡金 342,209 454,365

  その他 112,133 118,573

  貸倒引当金 △164 △317

  流動資産合計 7,112,883 6,962,563

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 395,312 384,466

   工具、器具及び備品（純額） 50,630 35,978

   土地 410,605 410,605

   リース資産（純額） 40,255 26,047

   有形固定資産合計 896,803 857,097

  無形固定資産   

   ソフトウエア 41,007 41,744

   その他 62,835 62,835

   無形固定資産合計 103,842 104,579

  投資その他の資産   

   投資有価証券 424,255 509,003

   差入保証金 250,031 332,627

   その他 65,779 50,675

   投資その他の資産合計 740,065 892,307

  固定資産合計 1,740,711 1,853,984

 資産合計 8,853,595 8,816,548
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           (単位：千円)

          
前連結会計年度
(令和７年３月31日)

当中間連結会計期間
(令和７年９月30日)

負債の部   

 流動負債   

  営業未払金 1,671,020 2,380,557

  未払金 318,715 165,673

  １年内返済予定の長期借入金 49,800 49,800

  リース債務 36,534 34,044

  賞与引当金 167,810 177,000

  仮受旅行券 1,715,535 1,653,072

  その他 220,740 141,793

  流動負債合計 4,180,156 4,601,942

 固定負債   

  長期借入金 467,200 442,300

  リース債務 15,613 -

  役員退任慰労引当金 32,260 39,740

  退職給付に係る負債 1,237,345 1,271,930

  資産除去債務 45,925 45,925

  その他 57,680 53,180

  固定負債合計 1,856,025 1,853,076

 負債合計 6,036,181 6,455,019

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 100,000 100,000

  資本剰余金 3,255,208 3,149,007

  利益剰余金 △706,685 △1,098,605

  株主資本合計 2,648,523 2,150,401

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 66,872 127,931

  退職給付に係る調整累計額 102,018 83,196

  その他の包括利益累計額合計 168,890 211,127

 純資産合計 2,817,414 2,361,529

負債純資産合計 8,853,595 8,816,548
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(2) 【中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書】

【中間連結損益計算書】

           (単位：千円)

          前中間連結会計期間
(自 令和６年４月１日
　至 令和６年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 令和７年４月１日
　至 令和７年９月30日)

売上高 6,821,125 7,266,376

売上原価 4,738,356 5,053,889

売上総利益 2,082,768 2,212,486

販売費及び一般管理費 ※1  2,411,007 ※1  2,578,834

営業損失(△) △328,239 △366,347

営業外収益   

 受取利息 337 3,964

 受取配当金 5,729 6,399

 仮受旅行券収益 14,070 2,118

 為替差益 1,937 1,901

 雇用調整助成金等 1,120 -

 その他 11,687 3,200

 営業外収益合計 34,883 17,584

営業外費用   

 支払利息 5,707 4,688

 リース解約費用 - 18,600

 その他 6,353 2,771

 営業外費用合計 12,061 26,059

経常損失（△） △305,416 △374,823

特別利益   

 受取保険金 19,520 2,550

 特別利益合計 19,520 2,550

特別損失   

 減損損失 360 159

 旅行特別補償 18,096 2,553

 特別損失合計 18,456 2,712

税金等調整前中間純損失（△） △304,352 △374,985

法人税、住民税及び事業税 21,429 21,608

法人税等調整額 △1,846 △4,674

法人税等合計 19,582 16,934

中間純損失（△） △323,935 △391,919

非支配株主に帰属する中間純損失（△） - -

親会社株主に帰属する中間純損失（△） △323,935 △391,919
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【中間連結包括利益計算書】

           (単位：千円)

          前中間連結会計期間
(自 令和６年４月１日
　至 令和６年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 令和７年４月１日
　至 令和７年９月30日)

中間純損失（△） △323,935 △391,919

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 △30,307 61,058

 退職給付に係る調整額 △17,300 △18,822

 その他の包括利益合計 △47,608 42,236

中間包括利益 △371,544 △349,682

（内訳）   

 親会社株主に係る中間包括利益 △371,544 △349,682

 非支配株主に係る中間包括利益 - -
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(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

           (単位：千円)

          前中間連結会計期間
(自 令和６年４月１日
　至 令和６年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 令和７年４月１日
　至 令和７年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税金等調整前中間純損失（△） △304,352 △374,985

 減価償却費 50,454 45,217

 減損損失 360 159

 受取利息及び受取配当金 △6,066 △10,363

 支払利息 5,707 4,688

 受取保険金 △19,520 △2,550

 雇用調整助成金等 △1,120 -

 旅行特別補償 18,096 2,553

 営業債権及び契約資産の増減額（△は増加） △1,312,966 △1,251,415

 その他の流動資産の増減額（△は増加） △284,378 △117,876

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 287 153

 差入保証金の増減額（△は増加） 4,577 △82,596

 営業未払金の増減額（△は減少） 391,018 709,537

 未払金の増減額（△は減少） △222,713 △146,365

 未払消費税等の増減額（△は減少） △164,764 △46,309

 前受金の増減額（△は減少） △3,648 △23,244

 賞与引当金の増減額（△は減少） 23,760 9,190

 その他の流動負債の増減額（△は減少） △120,399 △49,665

 役員退任慰労引当金の増減額（△は減少） 1,640 7,480

 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △37,801 15,763

 預り保証金の増減額（△は減少） △3,500 △4,500

 その他 △1,167 △5,251

 小計 △1,986,499 △1,320,380

 利息及び配当金の受取額 6,066 10,363

 利息の支払額 △5,707 △4,688

 保険金の受取額 19,520 2,550

 雇用調整助成金等の受取額 1,120 -

 旅行特別補償の支払額 △18,096 △2,553

 法人税等の支払額 △62,277 △42,610

 営業活動によるキャッシュ・フロー △2,045,874 △1,357,318
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           (単位：千円)

          前中間連結会計期間
(自 令和６年４月１日
　至 令和６年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 令和７年４月１日
　至 令和７年９月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 定期預金の預入による支出 △1,127,000 △1,127,000

 定期預金の払戻による収入 1,127,000 1,127,000

 有形固定資産の取得による支出 △2,303 △733

 無形固定資産の取得による支出 △3,453 △13,539

 従業員に対する貸付けによる支出 △343 -

 従業員に対する貸付金の回収による収入 - 1,338

 投資活動によるキャッシュ・フロー △6,100 △12,934

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 リース債務の返済による支出 △17,466 △18,103

 長期借入金の返済による支出 △24,900 △24,900

 配当金の支払額 △106,500 △106,201

 財務活動によるキャッシュ・フロー △148,866 △149,205

現金及び現金同等物に係る換算差額 - -

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,200,840 △1,519,458

現金及び現金同等物の期首残高 5,266,533 4,782,276

現金及び現金同等物の中間期末残高 ※  3,065,692 ※  3,262,818
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【注記事項】

(追加情報)

(表示方法の変更）

（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間において、「営業外収益」の「その他」に含めておりました「受取利息」は、金額的重要性

が増したため、当中間連結会計期間より独立掲記することとしました。

この表示方法の変更を反映させるため、前中間連結会計期間の中間連結損益計算書の組替えを行っております。

この結果、前中間連結会計期間の中間連結損益計算書において、「営業外収益」の「その他」に表示して

いた12,024千円は、「受取利息」337千円、「その他」11,687千円として組替えております。

 
(中間連結損益計算書関係)

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

 
 

前中間連結会計期間
(自 令和６年４月１日
至 令和６年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 令和７年４月１日
至 令和７年９月30日)

給与手当 939,740千円 1,001,045千円

法定福利費 188,546千円 194,469千円

賞与引当金繰入額 142,470千円 177,000千円

役員退任慰労引当金繰入額 6,420千円 8,280千円

退職給付費用 16,336千円 17,121千円

退職金共済掛金 46,953千円 45,799千円

旅行センター委託費 99,372千円 93,002千円

賃借料 202,528千円 212,256千円

減価償却費 50,454千円 45,217千円
 

 

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※　現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に記載されている科目の金額との関係

 
前中間連結会計期間

(自 令和６年４月１日
至 令和６年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 令和７年４月１日
至 令和７年９月30日)

現金及び預金勘定 4,192,692千円 4,389,818千円
預入期間が３ヶ月を超える
定期預金

△1,127,000千円 △1,127,000千円

現金及び現金同等物 3,065,692千円 3,262,818千円
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(株主資本等関係)

前中間連結会計期間(自　令和６年４月１日　至　令和６年９月30日)

配当金支払額

決議 株式の種類 配当金の総額 1株当たり配当額 基準日 効力発生日 配当の原資

2024年６月26日

第35回

定時株主総会

Ａ種優先株

式
75,000千円 15,000円 2024年３月31日 2024年６月28日

その他

資本剰余金

Ｂ種優先株

式
31,500千円 15,000円 2024年３月31日 2024年６月28日

その他

資本剰余金
 

 
当中間連結会計期間(自　令和７年４月１日至　令和７年９月30日)

配当金支払額

決議 株式の種類 配当金の総額 1株当たり配当額 基準日 効力発生日 配当の原資

2025年６月26日

第36回

定時株主総会

Ａ種優先株

式
74,790千円 14,958円 2025年３月31日 2025年６月30日

その他

資本剰余金

Ｂ種優先株

式
31,411千円 14,958円 2025年３月31日 2025年６月30日

その他

資本剰余金
 

 
(セグメント情報等)

【セグメント情報】

当社グループは、旅行事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 
(収益認識関係)

顧客との契約から生じる収益を分解した情報

前中間連結会計期間（自　令和６年４月１日　至　令和６年９月30日）

（単位：千円）

 
報告セグメント
 
　　旅行業

旅行事業
その他事業

6,480,835
340,289

顧客との契約から生じる収益 6,821,125

その他の収益 -

外部顧客への売上高 6,821,125
 

 
当中間連結会計期間（自　令和７年４月１日　至　令和７年９月30日）

（単位：千円）

 
報告セグメント
 
　　旅行業

旅行事業
その他事業

6,861,563

404,813

顧客との契約から生じる収益 7,266,376

その他の収益 -

外部顧客への売上高 7,266,376
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(１株当たり情報)

１株当たり中間純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前中間連結会計期間

(自 令和６年４月１日
至 令和６年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 令和７年４月１日
至 令和７年９月30日)

１株当たり中間純損失 8,998.22円 10,886.65円

 (算定上の基礎)   

 親会社株主に帰属する中間純損失(千円) 323,935 391,919

 普通株式に帰属しない金額(千円) - -

 普通株式に係る親会社株主に帰属する
　中間純損失(千円)

323,935 391,919

　普通株式の期中平均株式数(株) 36,000 36,000
 

　　※注　潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、１株当たり中間純損失であり、また、潜在株式が存

在しないため記載しておりません。

 

２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の中間連結財務諸表に対する期中レビュー報告書
 

令和７年11月13日

株式会社農協観光

取締役会　御中

 

みのり監査法人
 

　東京都港区

 

指定社員
公認会計士 井上　智由

業務執行社員

指定社員
公認会計士 岡田　正治

業務執行社員
 

 

 

 

監査人の結論

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社農協観

光の令和７年４月１日から令和８年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（令和７年４月１日から令和７年

９月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結包括利益計

算書、中間連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について期中レビューを行った。

　当監査法人が実施した期中レビューにおいて、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる企業会計の基準に準拠して、株式会社農協観光及び連結子会社の令和７年９月30日現在の財政状態並びに同日を

もって終了する中間連結会計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項

が全ての重要な点において認められなかった。

 
監査人の結論の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に準拠して期中レビューを行った。

期中レビューの基準における当監査法人の責任は、「中間連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任」に記載

されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、

また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手した

と判断している。

 
中間連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して中間連結財務諸表を作成し

適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間連結財務諸表を作成し適正に表

示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　中間連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間連結財務諸表を作成することが適切

であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事

項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。

 
中間連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した期中レビューに基づいて、期中レビュー報告書において独立の立場から中間連結

財務諸表に対する結論を表明することにある。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に従って、期中レビューの過程を通じ

て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の期中レビュー手

続を実施する。期中レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年

度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
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・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認め

られると判断した場合には、入手した証拠に基づき、中間連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認

められる企業会計の基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。

また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、期中レビュー報告書において中間連結財務諸表の

注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間

連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、期中レビュー報

告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能

性がある。

・ 中間連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠してい

ないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間連結財務諸表の表示、構成及

び内容、並びに中間連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認められな

いかどうかを評価する。

・ 中間連結財務諸表に対する結論表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査人

は、中間連結財務諸表の期中レビューに関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査人の結

論に対して責任を負う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した期中レビューの範囲とその実施時期、期中レビュー上の重要な発

見事項について報告を行う。

 
利害関係

　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以　上

 
 

（注）１．上記は期中レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告

書提出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは期中レビューの対象には含まれていません。
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